
 

コミュニティバス導入の促進
（観光と福祉の促進）

審議テーマ２

地域における健康の推進

子どもを地域で支える、子どもの生きる力 外国人市民も住みやすいまちづくり

地域で身近な防災力
（歴史・環境から学ぶ）

審議テーマ１

審議テーマ３

審議テーマ４ 審議テーマ５



第４期川崎区区民会議中間報告書の発行に寄せて 

 

 

平成２４年４月に第４期川崎区区民会議がスタートし、早くも１

年が過ぎようとしています。今期の区民会議は委員の多くが代わり

ましたが、住民組織・まちづくり活動団体や防災・福祉活動団体で

経験を積まれた委員の皆様の熱心な御協力のもと、無事に中間報告

書を取りまとめることができましたことをこの場をお借りして御礼

を申し上げます。 

さて、今期の区民会議では、各委員からの意見や区民アンケート

の結果に基づき、防災対策や地域交通の充実等をテーマとした「み

んなのまちづくり部会」と、健康推進、子どもの健全な育成、外国

人市民への支援等をテーマとした「すこやか・共に生きる部会」の

２つの専門部会を立ち上げ、地域における身近な課題の解決を図る

ための審議を重ねてまいりました。 

そして、この１年間調査審議してきた内容を区に報告すると共に、

具体的な解決策の方向性が決まった「地域の身近な防災力の向上に

向けて、身近な場所への海抜・避難施設の位置表示の設置」と「外

国人市民にもわかりやすい子どもの予防接種に関する広報」につい

て提案することもできました。 

これら区の地域課題に関する提案は、私たち区民と区との協働に

より実行に移されるものと考えております。 

区民の皆様には、是非、この中間報告書を御一読いただき、暮ら

しやすい地域社会の形成に向けて、引き続き、区民会議に対して様々

な場で御協力いただけるようお願い申し上げます。 

 

 

 

平成２５年３月 第４期川崎区区民会議委員長

寺尾 宇一
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Ⅰ 地域課題の把握と専門部会の設置 
 

１ 地域課題の把握 

 

（１）区民会議委員への事前アンケートで出された区の課題 

・第 4期川崎区区民会議では、第 1回全体会議に先立って各委員に対して、審議課題に関す

るアンケートを実施しました。このアンケートでは、次のような課題が出されました。 

 

 

地域課題の分野 課題 

○各地域における防災訓練の推進 

○防災知識を深める（子どもや外国人の防災認識を深める） 

○避難所の充実（見直し） 

○ハザードマップの効果的な周知 

○災害時の地域の対応の強化 

○防災を切り口にした地域コミュニティづくり 

○東京湾の津波対策 

１：防災又は地域

交通環境の向

上 

○コミュニティバス導入の検討（実施に向けた検討） 

○区内の交通体系の検討 

○歩行者が安全に歩ける環境整備（歩車分離等） 

○自転車の安全運転、ルール、マナーの周知 

２：福祉の推進、

健康の増進 

○誰もが安全に安心して過ごせ、歩けるまちづくり 

○予防接種、住民健診の受診率向上 

○高齢者が外に出るきっかけづくり、環境整備 

○さまざまな子どもの居場所づくり 
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地域課題の分野 課題 

３：子育て、教育 ○子どもの居場所づくり 

○不登校支援 

○子どもの健康づくり 

○子育て支援、地域での子育ての場づくり 

○国際結婚家庭の支援 

○カローリングなどの気軽に楽しめるスポーツを活かした地域での世

代間交流の推進 

○地域の仲間づくり 

○学校、家庭、地域の交流・連携 

４：緑の保全などの

自然環境又は生活

環境の向上 

○地域緑化推進・緑を増やすための活動推進 

○区の花・区の木を活用した区民の環境意識の向上 

○区の花・区の木の活用方法 

○生活環境の整備 

○街中の美化 

５：産業の振興、都

市拠点の形成 

○川崎区の資源である産業を広く知ってもらえるようなアピールの 

方法 

○産業、商業の活性化 

○東海道の活性化 

○歴史的資源である東海道を活かした文化・観光まちづくり 

○羽田空港からの来客を活かした地域活性化 

６：文化又は観光の

振興 

○川崎区の歴史的資源を活用した観光の振興 

○多文化を活用した区の魅力づくり 

○川崎区の観光スポットを回遊する仕組みづくり 

７：地域住民組織、

まちづくり活動、

市民自治の推進 

○町内会・自治会の活性化 

○町内会・自治会と市民活動団体の連携 

○地域でつくる安全・安心、助け合いのまちづくり 

８：その他 ○外国人も住みやすいまちづくり 

○誰もが気軽に音楽を楽しめるまちづくり 
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（２）平成 23 年度区民アンケート結果 

 

・区民会議の審議課題については、委員から出された意見だけでなく平成 23 年度区民アンケ

ートの結果も踏まえて選定しました。 

 

■区民会議の議題として望ましいもの 

6.9 

3.0 

14.9 

16.4 

17.2 

32.5 

44.3 

50.6 

69.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

不明・無回答

その他の地域課題

産業の振興、都市拠点の形成などまちの活力を高める分野

地域住民組織活動、まちづくり活動など市民自治を推進する分野

文化・観光・スポーツ振興などまちの魅力を発信する分野

子育て、教育など人を育て心をはぐくむ分野

緑の保全、ごみの抑制など自然環境または生活環境を向上させる分野

福祉の推進、健康の増進など幸せな暮らしを支える分野

防災または地域交通環境の向上など快適な暮らしを支える分野

 

 

■川崎区役所の事業で今後特に力を入れてほしいもの 

10.7 

6.9 

22.6 

27.6 

31.7 

38.3 

38.9 

49.2 

54.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明・無回答

わからない

観光、スポーツ、音楽等の魅力発信や文化芸術の振興等に関する事業

地域コミュニティの活性化や区民協働によるまちづくり推進に関する事業

地域産業・商業の振興、魅力ある都市機能の整備等に関する事業

子育て支援、教育環境、生涯学習等に関する事業

地域温暖化対策、環境美化、地域緑化等に関する事業

高齢者や障害者福祉、健康づくりや医療との連携等に関する事業

暮らしの安全、災害・危機対応、地域交通環境等に関する事業

 

 

■区民会議の認知度 

2.6 28.7 67.2 1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

内容まで知っていた あることは知っていたが内容は知らなかった 知らなかった 不明
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２ 専門部会の運営について 

（１）進め方のフロー 

 

・第４期川崎区区民会議は、次のように進めることが決まりました。 

 

＜平成 24 年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 25 年度＞ 

 

 

 

 

 

 

■第１回全体会議〔区民会議条例第６条〕 

・審議課題の選定、専門部会の設置 等 

■専門部会〔区民会議条例第７条〕

・審議課題に関する現状把握、

調査、課題解決策を審議 

※設置の場合は  
第１回は、５月中旬から６月

上旬で開催 
※年６回程度開催 

■全体会議 
・専門部会での審議や活

動を報告 
※年４回程度開催 
■幹事会 
※全体会議の前に開催 

年３回 

■区長へ中間報告（平成 24 年度末）〔区民会議条例第 10 条〕 

■区民会議フォーラム

・審議内容を広く周知

し、区民から幅広く

意見を伺う 

■専門部会 
※年６回程度開催 

■全体会議 
※年４回程度開催 

■区民会議フォーラム

■区長へ報告（平成 25 年度末） 
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（２）専門部会の進め方 

 

・専門部会は、次のように運営することが決まりました。 

 

■分野ごとに専門部会を運営する 

選定された審議課題の分野をもとにして専門部会を設置・運営し、関心のある分野の 

専門部会に参加の上、それに関連する審議課題を審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門部会での審議の進め方 

■２年間を通じて同一部会で審議 

 

 

平成
へいせい

２４年度
ね ん ど

 

報
告

Ａ専門部会

Ｂ専門部会

審議課題１

審議課題２

平成２４年度 

審議課題１ 

審議課題２ 

 

中
間
報
告

平成２５年度 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

分野Ａ 

分野Ｂ 
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３ 専門部会の設置とテーマ選定 

（１）専門部会の設置 

 

・２つの専門部会を次のように選定しました。 

 

■防災、環境、地域の活性化等に関わる課題 

 

地域課題の分野 課題 

防災又は地域交通環

境の向上 

（1）各地域における防災訓練の推進 

（2）防災知識を深める（子どもや外国人の防災認識を深める） 

（3）避難所の充実（見直し） 

（4）ハザードマップの効果的な周知 

（5）災害時の地域の対応の強化 

（6）防災を切り口にした地域コミュニティづくり 

（7）東京湾の津波対策 

（8）コミュニティバス導入の検討（実施に向けた検討） 

（9）区内の交通体系の検討 

（10）歩行者が安全に歩ける環境整備（歩車分離等） 

（11）自転車の安全運転、ルール、マナーの周知 

緑の保全など自然環

境又は生活環境の向

上 

（1）地域緑化推進・緑を増やすための活動推進 

（2）区の花・区の木を活用した区民の環境意識の向上 

（3）区の花・区の木の活用方法 

（4）生活環境の整備 

（5）街中の美化 

産業の振興、都市拠点

の形成、文化又は観光

の振興 

（1）川崎区の資源である産業を広く知ってもらえるようなアピール

（2）産業、商業の活性化 

（3）東海道の活性化 

（4）羽田空港からの来客を活かした活性化 

（5）川崎区の歴史的資源を活用した観光の振興 

（6）多文化を活用した区の魅力づくり 

（7）川崎区の観光スポットを回遊する仕組みづくり 

（8）歴史的資源である東海道を活かした文化・観光まちづくり 

 

 

 

「みんなのまちづくり部会」を設置 



 

10

■健康、子育て、教育、外国人市民等に関わる課題 

 

地域課題の分野 課題 

福祉の推進、健康の増

進 

○誰もが安全に安心して過ごせ、歩けるまちづくり 

○予防接種、住民健診の受診率向上 

○高齢者が外に出るきっかけづくり、環境整備 

○さまざまな子どもの居場所づくり 

子育て、教育 

○子どもの居場所づくり 

○不登校支援 

○子どもの健康づくり 

○子育て支援、地域での子育ての場づくり 

○国際結婚家庭の支援 

○カローリングなどの気軽に楽しめるスポーツを活かした地域で

の世代間交流の推進 

○地域の仲間づくり 

○学校、家庭、地域の交流・連携 

地域住民組織、まちづ

くり活動、市民自治の

推進 

○町内会・自治会の活性化 

○町内会・自治会と市民活動団体の連携 

○地域でつくる安全・安心、助け合いのまちづくり 

その他 
○外国人も住みやすいまちづくり 

○誰もが気軽に音楽を楽しめるまちづくり 

 

 

 

 

 

「すこやか・共に生きる部会」を設置 
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（２）審議テーマの選定 

①みんなのまちづくり部会 

■審議テーマの選定理由（部会で出された主な意見） 

・区民アンケートの結果では、防災に関する問題意識が非常に高くなっている。 

・川崎区の歴史からみると災害時にどこが安全な場所かわかる。防災について歴史から学ぶ

ことも必要である。 

・防災については、市の危機管理室や区の防災会議で検討されているので、役割分担が必要

である。 

・津波の時の避難場所は、高い建物の上が考えられるが、屋上に出られない建物が多い。こ

のため、津波の時の避難方法など仕組みを検討する必要がある。 

・第 3期区民会議では、コミュニティバスの必要性について検討した。引き続き、コミュニ

ティバスについて検討するべきである。 

・コミュニティバス導入については、運営主体、具体的なルートなど運営方法を検討する必

要がある。また、高齢者が病院へ行きやすくすることや区内の名所を回れるなど、福祉や観

光の視点を入れる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時に安全に避難できるようにするため、川崎区の歴史や環境の視点から防災を考え

る必要がある。 

○誰もが区内を安全に安心して移動できるようにするため、福祉や観光の視点を入れたコ

ミュニティバスの導入方法を検討する必要がある。 

審議テーマ：地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ） 
＜審議の方向性＞ 
・川崎区の歴史を学び、環境の視点を入れながら避難場所や避難方法など

身近な防災の検討 

審議テーマ：コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進） 
＜審議の方向性＞ 
・第３期区民会議で審議されたコミュニティバス審議内容を踏まえて、観

光と福祉の視点も入れたコミュニティバス導入方法の検討 
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②すこやか・共に生きる部会 
■審議テーマの選定理由（部会で出された主な意見） 

・神奈川県は、予防接種、住民健診の受診率が低く、川崎区はさらに低い状況にある。 

・予防接種や住民健診の案内は、外国人市民にも送られてくるが、専門的な用語が多くわか

りづらい。 

・人が生き抜く力とは、世界に通ずるテーマだと思う。このため、子どもが生き抜く力を身

に付けることが大事だと思う。 

・川崎区は外国人が多く、学校が家族とコミュニケーションをとることが難しいと言われて

いる。 

・外国人市民への情報の少なさや伝達方法に不自由があり、外国人市民が苦労している。医

療に関する情報についても関わってくると思う。 

・外国人市民が住みやすいまちづくりためには、外国人市民へ必要な情報が行き届くことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○区民の健康増進のため、予防接種、住民健診等の受診率向上の方法を考える必要がある。

○子育てや子どもが育つ環境づくりのため、子育て支援、地域での子育ての場づくり・子

どもが生きる力をどう育んでいくか考える必要がある。 

○外国人市民も住みよいまちとするため、外国人市民への十分な情報伝達の方法を考える

必要がある。 

審議テーマ：地域における健康の推進 

＜審議の方向性＞ 
・予防接種、住民健診受診率向上のための啓発方法の検討 
・啓発を行うための市民と行政の役割分担の検討 

審議テーマ：子どもを地域で支える、子どもの生きる力 

＜審議の方向性＞ 
・子どもと高齢者の交流など世代間交流の推進方法の検討 
・さまざまな団体による世代間交流の場づくりの検討 

審議テーマ：外国人市民も住みやすいまちづくり 
＜審議の方向性＞ 
・外国人市民向けのセミナー、講習会等の開催など情報受けることができ

る場づくりの検討 
・外国人市民と日本人が出会う環境づくりの検討 
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Ⅱ 審議経過 
 

１ 審議スケジュール 

 

開催日 会議名 主な審議の内容 出席 

平成24年 

４月23日 
第１回全体会議 

・第４期川崎区区民会議の進め方について 

・審議課題の分野の選定について 

委員：18人

参与：４人

傍聴：２人

５月29日 
第１回みんなの 

まちづくり部会 

・審議課題の選定について 

・審議スケジュールについて 

・専門部会の名称について 

委員：10人

傍聴：１人

５月30日 
第１回すこやか・ 

共に生きる部会 

・審議課題の選定について 

・審議スケジュールについて 

・専門部会の名称について 

委員：７人

７月２日 
第２回すこやか・ 

共に生きる部会 

・第１回専門部会の審議内容の確認について 

・審議スケジュールについて 

・審議課題について 

委員：５人

７月５日 
第２回みんなの 

まちづくり部会 

・具体的な審議課題の選定について 

・審議スケジュールについて 

・専門部会の名称について 

委員：８人

傍聴：１人

７月11日 第１回幹事会 
・第２回全体会議の運営について 

・区民会議フォーラムについて 
委員：４人

７月23日 第２回全体会議 
・専門部会の進捗状況について 

・区民会議フォーラムについて 

委員：17人

参与：３人

傍聴：２人

９月５日 
第３回みんなの 

まちづくり部会 

・川崎区の防災について 

・審議課題について 
委員：10人

９月12日 
第３回すこやか・ 

共に生きる部会 
・審議スケジュール及び審議課題について 委員：７人
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開催日 会議名 主な審議の内容 出席 

９月18日 第２回幹事会 
・第３回全体会議の運営について 

・区民会議フォーラムについて 

・臨海部視察について 

委員：４人

９月26日 第３回全体会議 
・専門部会の進捗状況について 

・区民会議フォーラムについて 

・臨海部視察について 

委員：17人

参与：１人

傍聴：３人

10月24日 基幹的防災拠点・臨海部視察（第４回部会） 

11月24日 区民会議フォーラム 

平成25年 

１月15日 

第５回すこやか・ 

共に生きる部会 

・予防接種に関わるアンケートについて 

・他都市のこども支援に関わる取組につい

て 

委員：５人

１月16日 
第５回みんなの 

まちづくり部会 

・地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ）

について 

・コミュニティバス導入の促進（観光と福祉

の促進）について 

委員：９人

１月22日 第３回幹事会 
・第４回全体会議の運営について 

・中間報告書について 

・区民会議交流会について 

委員：４人

１月29日 第４回全体会議 
・専門部会の進捗状況について 

・中間報告書について 

・区民会議交流会について 

委員：15人

参与：１人

２月25日 
第６回みんなの 

まちづくり部会 

・地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ）

について 

・コミュニティバス導入の促進（観光と福祉

の促進）について 

・中間報告書について 

委員：７人

傍聴：１人

２月26日 
第６回すこやか・ 

共に生きる部会 

・予防接種に関わるアンケートについて 

・他都市のこども支援に関わる取組につい

て 

・中間報告書について 

委員：６人

３月６日 第４回幹事会 
・第５回全体会議の運営について 

・中間報告書（案）について 
委員：３人

３月12日 第５回全体会議 
・専門部会の進捗状況について 

・中間報告書（案）について 

委員：17人

参与：３人
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２ 部会の審議内容 

（１）みんなのまちづくり部会 

 

日程 内容 

第１回 

平成24年５月29日 

●審議課題の選定について 

各委員から出された事前アンケートの結果を基に、審議テーマの検

討を行い、次回の専門部会で決定することを確認しました。 

「地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ）」 

「コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進）」 

●専門部会の名称について 

次回の専門部会で決定することを確認しました。 

第２回 

平成24年７月５日 

●具体的な審議課題の選定について 

各委員から出された事前アンケートの結果を基に、審議テーマを２

つに集約しました。 

「地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ）」 

「コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進）」 

●専門部会の名称について 

「まちづくり」という言葉は、防災、地域交通環境、自然環境や文

化・観光の振興など、さまざまな分野について、効果的に審議できる

ことから、「みんな」という言葉は、地域のみなさんでまちづくりに

取り組むという考えから選びました。 

第３回 

平成24年９月５日 

●川崎区の防災について 

川崎区役所危機管理担当職員から、川崎区地域防災計画、川崎区危

機管理地域協議会、自主防災組織について説明を受け、ヒアリングを

実施しました。 

臨海部の防災対策の現状を知るため、次回は東扇島にある基幹的広

域拠点を視察することを確認しました。 

第４回 

平成24年10月24日 

●基幹的防災拠点・臨海部視察 

すこやか・共に生きる部会と合同開催 

第５回 

平成25年１月16日 

 

●地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ）について 

これまでに出された意見を基に海抜表示、避難場所の位置表示、津

波の時の避難場所、沿岸部の樹木の植栽について、審議していくこと

を確認しました。 

●コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進）について 

地域交通導入までの取組手順の調査、市内他区のコミュニティバス

の状況の確認、第３期で行ったコミュニティバスに関するアンケート

の調査分析を行いました。今後、市役所の交通政策に関する部署への

ヒアリング等を実施していくことを確認しました。 

第６回 

平成25年２月25日 

●コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進）について 

市の交通政策担当部署から市総合都市交通計画（案）の説明や市に

おけるコミュニティバスの現状の説明を受けました。 

●中間報告書について 

中間報告書の掲載内容を確認しました。 
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（２）すこやか・共に生きる部会 

 

日程 内容 

第１回 

平成24年５月30日 

●審議テーマの選定について 

各委員から出された事前アンケートの結果を基に、審議テーマを３

つに集約しました。 

「地域における健康の推進」 

「子どもを地域で支える、子どもの生きる力」 

「外国人市民も住みやすいまちづくり」 

●専門部会の名称について 

「すこやか」という言葉は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が

健康に暮らせるまちづくりを目指して、「共に生きる」という言葉は、

子どもと、高齢者と、外国人市民と共に生きるという意味で部会名を

決定しました。 

第２回 

平成24年７月２日 

●審議課題について 

各審議テーマについて意見を出しました。 

・「地域における健康の推進」 

川崎区は予防接種の受診率が低い。 

・「子どもを地域で支える、子どもの生きる力」 

子どもが相談できる場所等、子どもを支える環境づくりが必要 

・「外国人市民も住みやすいまちづくり」 

外国人市民に十分な情報が届いていない。 

第３回 

平成24年９月12日 

●審議課題について 

各審議テーマについて、調査審議を行いました。予防接種について、

学年が上がるにつれ接種率が低くなる原因を調査するアンケートを行

うことを確認しました。 

子どもについては、参考として次回他都市で行っている子ども支援

に関わる先進的な取組を調査することを確認しました。 

外国人市民への情報については、予防接種や住民健診が外国人市民

にとって専門用語が多くわかりづらいと考えられるため、関係機関に

ヒアリングを行い、検証することを確認しました。 

 

第４回 

平成24年10月24日 

●基幹的防災拠点・臨海部視察 

みんなのまちづくり部会と合同開催 

第５回 

平成25年１月15日 

●予防接種に関わるアンケートについて 

アンケートの概要（実施目的、対象者、サンプル数、配布・回収方

法）、今後のスケジュールを確認しました。調査項目については、次

回検討することを確認しました。 

●他都市のこども支援に関わる取組について 

今後の課題解決の参考とするため、京都府で行っている先進的な取

組事例を調査しました。 

第６回 

平成25年２月26日 

●予防接種に関わるアンケートについて 

対象、スケジュール等を確認し、調査項目を審議しました。 

●中間報告書について 

中間報告書の掲載内容を確認しました。 
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Ⅲ 実施方針 
 

この１年間調査審議してきた内容を審議テーマごとに分類し、実施方針としてまとめ

ました。 

 

１ 審議テーマ１：地域で身近な防災力（歴史・環境から学ぶ） 

 

解決策 海抜表示、避難場所の位置表示等について 

（１）課題解決策の概要 

川崎区は、市内で唯一海に面している区であり、津波の被害が懸念されます。 

津波が発生した時は、一刻も早く高いところに避難する必要がありますが、外出してい

る時など現在地の海抜がどのくらいなのかを知ることは難しいものと考えられます。 

このようなことから、避難勧告又は避難指示が出されたときに迅速に避難することがで

きるように地域の身近な場所に、海抜表示を設置するとともに、区民の誰もがすぐに避難

できるよう避難施設の位置、現在地等がわかる表示が必要です。 

 

（２）今後の審議の方向性 

誰もが目にしやすいような場所に、わかりやすい表示を設置することが必要です。 

今後は設置場所や外国人市民への配慮等、地域住民の意見を踏まえ審議していきます。 

 

  

＜海抜表示設置イメージ＞         ＜海抜表示イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

海抜  ｍ  浸水深   ｍ

海抜 ｍ 浸水深 ｍ 
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２ 審議テーマ２：コミュニティバス導入の促進（観光と福祉の促進） 

（１）課題解決策の概要 

川崎区では、川崎駅につながるバス路線は充実していますが、大師地区と田島地区と

を直接結ぶバス等、南北の主要な施設を結ぶ交通機関がない状況です。 

このようなことから、地域の利便性向上や福祉、観光の視点を入れた回遊性の高いコ

ミュニティバス導入等の検討が必要です。 

 

（２）今後の審議の方向性について 

今後は、地域住民の利便性向上や福祉、観光の観点から、川崎区におけるコミュニテ

ィバス導入も含め、地域交通のあり方などについて審議していきます。 

 

 

※参考 地域交通導入のフロー 

ステップ０ 地域住民等で検討体制を構築 

・地域交通に関して地域で取組を始める場合、地域が抱える交通の問題や今後の取組方針などを地域

で考えるための場として協議会等の検討体制を構築する。 

 

 

 

ステップ１ 地域ニーズの把握と市の交通サービスの評価 

（１）地域ニーズ・概算需要の把握 （２）地域交通の評価 

 

 

 

 

ステップ２ 既存交通手段及びシステムの見直し 

（３）既存の交通手段及びシステムの見直し案の作成 （４）事業者に対し、見直し案の検討依頼 

 

 

 

 

ステップ３ 新たな交通手段及びシステムの選択 

（５）運行目的、運行方針の立案  （６）走行環境の調査（ルートの選定） 

（７）新たな交通手段及びシステムの選択 （８）運行主体・運行計画（案）の作成 

（９）走行環境テストの実施 

 

 

 



 

19

 

ステップ４ 運行実験の実施 

（10）運行実験計画書の作成   （11）運行実験の実施 

（12）運行実験の評価（定めた目標の達成度） 

 

 

 

 

ステップ５ 試行運行の実施 

（13）試行運行計画書の作成  （14）試行運行の実施 （15）試行運行の評価 

 

 

 

 

ステップ６ 本格運行 

（16）本格運行計画書の作成  （17）本格運行  （18）本格運行の評価 

 

 

 

 

 

 

（３）意見書の提出 

・川崎市総合都市交通計画（案）に関わるパブリックコメント（意見募集期間：平成２５年

２月１日～３月４日）について、次のとおり区民会議として意見を提出しました。 

 

①重点施策３ 市民生活を支える公共交通の強化について 

区内でバスの運行が少ない大師地区から小田地区を結ぶ路線バスを充実させ、高齢者

等の利便性や外出の向上につながること 

②重点施策５ 臨海部の交通機能の強化について 

川崎駅からキングスカイフロントや臨海部を結ぶバス路線の充実を図るとともに、田

島地区等の区内の拠点を経由するバス路線を整備すること 
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３ 審議テーマ３：地域における健康の推進 

（１）課題解決の概要 

川崎区は、全国の中で、子どもの予防接種の接種率、住民健診の受診率が低い状況にあ

ります。また、子どもの予防接種については、学年が上がるほど接種率が低くなっていま

す。 

このようなことから、子どもの予防接種について、保護者にアンケートを実施し、その

結果を踏まえ、予防接種の理解を深めてもらう方法を検討することが必要です。 

 

平成２２年度ＭＲ（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種率 

 第１期 第２期 第３期 第４期 

川 崎 区 ９５．３％ ８３．７％ ６１．１％ ４８．２％ 

市 平 均 ９６．１％ ８７．６％ ７３．２％ ５９．２％ 

全国平均 ９５．７％ ９２．２％ ８７．３％ ７８．９％ 

※ 第１期：生後１２月から生後２４月に至るまでの間の者 

第２期：小学校入学前の年度１年間 

第３期：１３歳となる日の属する年度にある者 

第４期：１８歳となる日の属する年度にある者 

 

平成２２年度川崎市国民健康保険特定健康診査受診率 

対象者：４０～７４歳に達する国民健康保険被保険者 

川 崎 区 １７．０％ 

市 平 均 ２０．７％ 

全国平均 ４３．３％ 

 

（２）今後の審議の方向性について 

今後は、予防接種に関する保護者アンケートの内容を検討します。アンケートの調査結

果や地域の各種団体の意見を踏まえ、予防接種の理解を深めてもらえるよう効果的な方法

を審議していきます。 
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４ 審議テーマ４：子どもを地域で支える・子どもの生きる力 

（１）課題解決策の概要 

子どもを健全に育てていくためには、地域で子どもが安心して過ごせる場所や気軽に相

談できる場所など、地域全体で連携しながら子ども達を支えていくことが望まれます。 

このようなことから、地域で子どもの育成支援を行っている団体同士の情報共有や連携

を図る仕組みを検討することが必要です。 

 

（２）今後の審議の方向性 

ア 子どもを支える団体が連携する仕組みの検討 

区内には、子どもの育成支援に関わる地域活動団体があり、それぞれの団体は専門分

野を持って活動しています。各団体間の情報共有が図れると更に効果的な取組につなが

ると考えられます。 

今後は、地域活動団体同士の情報の共有や連携が図れる仕組みについて、地域の各種

団体の意見を踏まえ、審議していきます。 

 

イ 他都市の取組事例等の調査 

子ども支援策について、他都市の先進事例を調査していき

ます。 

 

■京都府ひきこもり支援情報ポータルサイトの開設等の取組例 
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５ 審議テーマ５：外国人市民も住みやすいまちづくり 

（１）課題解決策の概要 

川崎区では、外国人市民が多く住んでいることもあり、生活の中で必要となる行政情報

を一部多国語で広報しています。しかしながら、必要な情報が確実に届いていない状況が

見受けられます。 

このようなことから、外国人市民にも重要な子どもの健康や防災などの情報が確実に伝

わる方法を検討することが必要です。 

 

（２）今後の審議の方向性 

今後は、「審議テーマ３ 地域における健康の推進」「審議テーマ４ 子どもを地域で

支える、子どもの生きる力」の中で、外国人市民向けに、健康や防災等の情報を効果的に

伝えていく方法について審議していきます。 

外国人市民への情報提供、応接や広報の課題等について、区役所の窓口の職員等に調査

を行います。 
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Ⅳ 提案 
 

「Ⅲ 実施方針」のうち、具体的な解決策の方向性が決まったものについて、区民会議

から区へ提案します。 

 

１ 地域で身近な防災力の向上に向けて 
 

☆海抜表示、避難場所の位置表示等の設置を提案します 
 

防災対策について、市内で唯一海に面している川崎区は、津波の被害が懸念されま

す。いざ津波が発生した時は一刻も早く高いところに避難する必要があります。 

そのため、現在地の海抜がどのくらいの高さなのか分かるような表示や避難施設の

場所や現在地等が分かるような表示を設置することを提案します。 

表示については、誰もが目にしやすい場所とするため、公共施設等の他、地域の協

力を得ながら町内会の掲示板等に設置することが望まれます。 

また、川崎区は外国人も多く住んでいることから、誰もが理解できるようにするた

め、海抜表示については、多言語でわかりやすく表示することを提案します。 

 

 

２ 外国人市民も住みやすいまちづくりに向けて 
 

☆子どもの健やかな成長に向けた効果的な情報の伝達を提案します 
 

外国人市民も住みやすいまちづくりについて、区内には多くの外国人市民が生活し

ています。外国人市民が安全・安心に生活を営む上では、行政から発信する情報を確

実に届ける必要があります。 

特に子どもの健康に関わることは重要な情報の一つです。中でも予防接種について、

外国人市民は、それぞれ育った国が違うことから、予防接種に関する考え方も違いが

あると考えられます。 

そのため、多くの外国人市民が使用する英語、中国語、韓国・朝鮮語・ポルトガル

語、スペイン語、タガログ語の６ヶ国語で工夫して広報資料を作成することを提案し

ます。 

さらに、広報資料を外国人市民に効果的に伝えるために、地域ぐるみで協力してい

くことが望まれます。 
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Ⅴ 区民会議フォーラム 
 

１ 目的等 

区民会議の審議内容を区民に広く周知するとともに、審議内容について区民から意見を出

してもらうことを目的としています。 

今年度は多くの区民の参加が得られ、事業理解の向上を図られるよう、区制４０周年記念

事業「歴史文化と花のまちフェスティバル」と同時開催しました。 

 

２ 日時・場所等 

日 時：平成２４年１１月２４日（土）１５時１５分～１５時４５分 

場 所：サンピアンかわさき ホール・ホワイエ 

参加者：７５名 

 

３ 内容（プログラム） 

（１）区民会議のこれまでの主な取組と第４期の審議内容の報告 

ア これまでの主な取組の報告 

・高齢者が安全安心に外出できる環境整備のために 

（高齢者ウォーキングガイドブックの作成） 

・地域全体で子育てを応援する環境づくりに向けて 

（カローリングを活用した世代間が交流する場の拡充） 

・環境意識の高まりによる地域緑化の促進に向けて 

（区の花・区の木の制定、効果的な活用） 

イ 第４期審議経過及び審議内容の報告 

・みんなのまちづくり部会 

・すこやか・共に生きる部会 
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（２）ポスターセッション 

第４期区民会議の審議内容をパネルにまとめて展示し、区民のみなさんから意見をいた

だきました。 

 

区民のみなさんからいただいた主な意見（回答数：４０件） 

【防災関係】 

・共働きの家庭が多くなっているため、親が帰るまで子どもだけで家にいることも少な

くありません。そんな時、震災があると親が帰宅困難になり、子どもだけで過ごすこ

とになります。地域の協力があると助かります。 

・防災計画は、市レベルでなく町内会・近隣で計画した方がよいです。 

・津波発生の時、近い所に高い避難場所がない。近い場所に高い避難場所が必要です。 

【地域交通関係】 

・駅に行くには便利だが、横移動が不便です。 

・京町、小田地区から、川崎区役所、病院等に行くバスがなくとても不便です。 

【健康関係】 

・子どもが多いと経済的に負担が大きいです。 

・中学校まで予防接種を無料にしてほしいです。 

【子育て関係】 

・地区全体で子どもを見守ることが必要と考えます。 

・子どもをしっかり叱れる地域の大人が必要です。 

【外国人市民関係】 

・地域で外国人に話しかけられてもコミュニケーションが難しいです。 

 ・外国人市民が町内会の存在を知らないのではないかと思います。 

 



 

26

Ⅵ 臨海部視察 
 

１ 目的 

第４期区民会議の審議テーマの「地域で身近な防災力」に審議調査のあたり、川崎区内の

防災拠点等を視察することにより、防災対策の現状を把握することを目的としています。 

 

２ 日程、視察場所等 

日  程：平成２４年１０月２４日（水） 

視 察 先：東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）、臨海部工場地帯 

参加委員：１２名 

 

 

・東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区） 

平成２０年４月に供用が開始され、発災時は救援物資などの海上輸送、河川舟運、陸上

輸送への中継地、広域支援部隊の一時集結地、ベースキャンプとして機能します。平常時

には環境に配慮した海と緑と人がふれあう多目的広場となります。 

 

 

 

 

 

  

 

・市巡視船から見た臨海部工場地帯 

京浜運河から臨海部の工場の様子を確認しました。 
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Ⅶ 過去の区民会議からの提案に基づく主な取組 
 

＜第1期＞（平成１８年７月１日～平成２０年６月３０日） 

提言 取組状況 

まちを花で飾る 

アメリカンフットボールワールドカップ2007の開催

に合わせて、JR川崎駅から川崎球場までの動線

を花で飾る活動を実施。開催後は、川崎区エコ

プロジェクト事業として、公共施設等の植栽活動

を継続実施。 

川崎駅周辺の公共看

板の見直し 

重点的な自転車対策

の実施 

JR川崎駅周辺の環境美化のため、街路灯への

路上喫煙禁止・自転車放置禁止ステッカーの張

り付け、放置自転車、看板の道路不法占用パト

ロールを実施。川崎区放置自転車等対策事業

等として継続実施。 

イメージアップ 
区のイメージ

アップ 

オープンカフェ稲毛公

園の開催 

アメリカンフットボールワールドカップ2007の開幕

に合わせて開催。 

地域見守り看板の設

置 

「 安 全 ・ 安 心 推 進 の

日」の設定 
子育て支援 

次 世 代 を 担

う子どもの安

全・安心を中

心とした地域

子育て支援

関連 

青色回転灯装着車パ

トロールの実施 

「ながら見守り活動」を呼びかける「地域見守り

看板」の設置、「こども安全の日」（毎月１日・１０

日）の設定、青色回転灯を装着した車両でのパト

ロールを実施。安全・安心まちづくり事業として

継続実施。 

外国人市民のための

防災マップの作成 

６か国語の防災マップ及び携帯用の緊急連絡カ

ードを作成。 

地域防災 
自主防災組織の設立

を支援 

大規模集合住宅などを対象に防災に関する施

設の見学や説明会の開催など、自主防災組織

の設立を支援。地域防災活動支援事業として継

続実施。 

シニアパワー 

地域コミュニ

テ ィ の 充 実

関連 

東扇島シニアイベント

の実施 

地域活動の担い手として期待されるシニア世代

を対象としたイベントを開催。シニアパワー事業

として継続実施。 
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＜第2期＞（平成２０年７月１日～平成２２年３月３１日） 

提言 取組状況 

スポーツを通じた交流

の実施 

地域交流を図るため「カローリング」を活用し

た取組を実施。地域・生涯スポーツ振興事業

として継続実施。 

シニア世代の地域活動

参加促進ツアーの開催

地域活動の担い手として期待されるシニア世

代を対象としたイベントを地域団体との協働

のもと開催。シニアパワー事業として継続実

施。 

人づくり、世

代 の つ な が

り 

「地域の縁側」の支援 

新たな「地域の縁側」の設置、機能の充実支

援。地域の縁側活動推進事業として継続実

施。 

防災訓練（防災フェア）

への外国人市民や障

害者などの参加促進 

地域の外国人市民等も一緒になった防災訓

練（防災フェア）を実施。 
防災訓練 

東扇島東公園防災施

設の視察 

地域の防災組織を対象に、防災施設の視察

を実施。 

外国人市民向けメルマ

ガの配信 

外国人市民向けに６か国語による携帯電話

のメールマガジンの配信を実施。メルマガ「イ

ンターコムかわさきく」配信事業として継続実

施。 

手をつなごう、

地域のつながり 

外国人市民 

外国人市民向け広報の

充実、強化 

区ホームページの外国人市民のページの内

容を充実。広報・広聴事業として継続実施。 

緑のカーテンづくり 

第１期の「まちを花で

飾る」活動の拡充 
地域緑化 

公共施設の緑化推進 

環境エコ期間（週間）

の設定 

環境意識向上ポスタ

ーの作成 

環境先進企業見学の

実施 

地球環境とエコ 地域や家庭

での環境意

識向上のた

め の 啓 発 ・

教育 

環境出前講座の実施 

ゴーヤー等による緑のカーテンづくり、公共施

設の壁面緑化等を推進。７月、８月の特定の

期間を「環境エコ期間（週間）」に設定。小学

生を対象とした環境エコを呼びかけるポスタ

ーの作成、環境先進企業見学会を実施。区

民団体との協働により環境出前講座を実施。

川崎区エコプロジェクト事業として継続実施。 
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＜第3期＞（平成22年4月１日～平成24年３月３１日） 

提言 取組状況 

ウォーキングガイドブック

の作成、効果的な活用 

高齢者が安全・安心に地域の魅力を知り、

健康的に活用できるよう作成したウォーキン

グガイドブックをウォーキングイベント等で配

布。 高齢者 

高齢者が安全安心

に外出できる環境整

備のために 
コミュニティバスの導入に

向けて検討の継続 

第４期区民会議「みんなのまちづくり部会」

にて、コミュニティバス導入を継続審議。 

地域の人と子育て中の

親が出会うための世代間

交流プログラムの実施 

こころのつながりが必要

な子どもを地域全体で支

えるための活動 

自由に思いきり遊ぶため

の場所づくり・人材の育

成 

第４期区民会議「すこやか・共に生きる部

会」にて、継続審議。 

地域連携による健康出

前講座の継続 

区内中学生を対象に予防接種やたばこの

害などの健康出前講座を実施。 

子ども 

地域全体で子育てを

応援する環境づくり

に向けて 

カローリングを活用した

世代間が交流する場の

拡充 

地域活動団体と協力し、さまざまな世代が

参加した「いきいきカローリング大会」を実

施。 

ポスターコンクールの継

続・地域での活用 

平成21年度から区内小学校６年生を対象に

実施しているポスターコンクール。平成24年

度は、82作品の応募があり、入賞者に対

し、表彰式で賞状を授与。 

環境 

環境意識の高まりに

よる地域緑化の促進

に向けて 
「区の木」「区の花」の制

定・効果的な活用 

平成24年４月１日に迎える区制40周年を記

念して、「区の花」「区の木」を制定しました。

区の花は「ひまわり」「ビオラ」、区の木は

「銀杏」「長十郎梨」に決定。 

制定後は、植栽、ロゴマークの作成、イベン

トでの活用等、地域と連携した取組を実施。
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Ⅷ 委員・参与名簿 

第４期川崎区区民会議委員名簿 

№ 氏名 分野 推薦団体 み す

1 新井
あらい   　ときこ

　トキ子 団体推薦【(1)防災・地域交通】 川崎区安全・安心まちづくり推進協議会 ○

2 石渡
いしわた

　勝朗
 かつろう 川崎区保護司会 ●

3 鈴木
すずき

　真
しん 川崎区医師会

（社団法人　川崎市医師会） ○

4 冨田
とみた

　順人
よりと 社会福祉法人

川崎市川崎区社会福祉協議会 ○

5 小泉
こいずみ

　忠
  ただ
之
    ゆき 川崎区民生委員児童委員協議会 ○

6 秦
はた
　琢二

たくじ 川崎区ＰＴＡ協議会 ○

7 藤岡
ふじおか

　玲子
れいこ 団体推薦【(4)自然・生活環境】

川崎区市民健康の森
海風の森をＭＡＺＵつくる会 ○

8 戸
と
村
むら
　正

まさ
房
 ふさ 団体推薦【(5)産業・まちの活力】 かわさきタウンマネージメント機関 ○

9 吉野
よしの

　智
ち
佐
さ
雄
お 特定非営利活動法人

かわさき歴史ガイド協会 ○

10 米山
よねやま

　実
　みのる 川崎区文化協会 ○

11 藍原
あいはら

　晃
  あきら 川崎区連合町内会 ●

12 赤間
あかま

　靖
やす
夫
  お 川崎区まちづくりクラブ ○

13 寺尾
てらお

　宇
う
一
いち 団体推薦【(8)地域特性】 川崎商工会議所 ◎

14 新井
あらい

　一
かず
成
  なり － ○

15 岩瀬
いわせ

　絹
きぬ
代
  よ － ○

16 木島
きじま

　千栄
ちえ － ○

17 高橋
たかはし

　義
よし
光
みつ 区長選任（高齢者関係） － ○

18 原
はら
　千代子

ちよこ 区長選任（多文化共生、子ども関係） － ○

19 深澤
ふかさわ

　香織
　かおり 区長選任（子ども関係） － ○

※部会欄「◎」は委員長、「●」は部会長

※み：みんなのまちづくり部会、す：すこやか・共に生きる部会

団体推薦【(2)福祉・健康】

団体推薦【(3)子育て・教育】

部会※

団体推薦【(7)地域組織・まちづくり】

公募

団体推薦【(6)文化・観光】

平成２４年１１月２８日現在

 
平成 24 年 11 月 28 日現在 
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川崎区区民会議参与名簿 

５０音順・敬称略

【市議会議員】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

【県議会議員】

1

2

3

氏名

林
はやし

　　浩美
ひろみ

飯塚
いいづか

　正良
まさよし

岩崎
いわさき

　善幸
よしゆき

坂本
さかもと

　　茂
しげる

佐野
さの

　仁昭
よしあき

氏名

市議会議員９人、県議会議員３人、合計１２人

宮原
みやはら

　春夫
はるお

栄居
さかい　

　　学
まなぶ

杉山
すぎやま

　信雄
のぶお

西村
にしむら

くにこ

嶋崎
しまざき

　嘉夫
よしお

為谷
ためや

　義隆
よしたか

浜田
はまだ

　昌利
まさとし
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Ⅸ 関係規程 
 

川崎市区民会議条例 
平成１８年３月２３日 

条例第１１号 
（目的及び設置） 
第１条 区民（川崎市自治基本条例（平成１６年川崎市条例第６０号）第２２条第１項に規定する区民をい

う。以下同じ。）の参加及び協働による区における地域社会の課題の解決を図るための調査審議を行い、

もって暮らしやすい地域社会の形成に資するため、各区に区民により構成される区民会議を設置する。 
 
（名称） 
第２条 区民会議の名称は、その置かれた区の名称を冠するものとする。 
 
（所掌事務） 
第３条 区民会議の所掌事務は、次のとおりとする。 
(１) 区における地域社会の課題を把握し、その解決を図るための方針及び方策について調査審議を行うこ

と。 
(２) 前号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事項について調査審議を行うこと。 
 
（組織等） 
第４条 区民会議は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 
(１) 区の区域内において規則で定める分野における活動を行う団体から推薦された者 
(２) 区民会議の委員に応募した者 
(３) その他区民会議の目的を達成するために区長が必要と認めた者 
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
 
（委員長及び副委員長） 
第５条 区民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、区民会議を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 
 
（会議） 
第６条 区民会議は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。 
２ 区民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
 
（専門部会） 
第７条 区民会議は、必要に応じ専門部会を置くことができる。 
 
（関係者の出席） 
第８条 区民会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 
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（区民会議参与） 
第９条 川崎市の議会の議員及び神奈川県の議会の議員は、その議員の選挙区とされる区の区民会議の会議

に出席することができる。 
２ 前項の規定により会議に出席した議員は、区民会議参与として必要な助言をすることができる。 
 
（区長等の役割） 
第１０条 区長は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、区民との協働の推進、関係機関との連携その他必

要な取組により、区における暮らしやすい地域社会の形成に努めるものとする。 
２ 市長その他の執行機関は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、前項に規定する区長の役割が的確に果

たされるための必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該結果を市政に反映するよう努めるものとす

る。 
 
（庶務） 
第１１条 区民会議の庶務は、各区役所において処理する。 
 
（委任） 
第１２条 この条例に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は規則で定め、区民会議の運営

に関し必要な事項は委員長が区民会議に諮って定める。 
附 則 
 
この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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川崎市区民会議条例施行規則 

平成１８年３月３１日 
規則第２８号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、川崎市区民会議条例（平成１８年川崎市条例第１１号。以下「条例」という。）第４条

第２項第１号及び第１２条の規定に基づき、区民会議の組織に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（課題の選定） 

第２条 区民会議は、区民会議の委員が自らの活動等を通じて把握した課題及び区役所が業務を通じて把握

した課題のうちから調査審議すべき課題を適切に選定するものとする。 
 
（分野） 

第３条 条例第４条第２項第１号に規定する規則で定める分野は、次に掲げるとおりとする。 
（１）防災又は地域交通環境の向上など安全で快適な暮らしを支える分野 
（２）福祉の推進、健康の増進など幸せな暮らしを支える分野 
（３）子育て、教育など人を育て心をはぐくむ分野 
（４）緑の保全、ごみの抑制など自然環境又は生活環境を向上させる分野 
（５）産業の振興、都市拠点の形成などまちの活力を高める分野 
（６）文化又は観光の振興などまちの魅力を発信する分野 
（７）地域住民組織活動、まちづくり活動など市民自治を推進する分野 
（８）前各号に定めるもののほか、各区の地域特性に応じた課題に関する分野 
 
（専門部会） 

第４条 区民会議は必要に応じ委員で構成される専門部会を設置し、専門部会は専門的事項に関する調査検

討を行うものとする。 
２ 専門部会に属すべき委員は、委員長が区民会議に諮って指名する。 
３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。 
４ 専門部会は、調査検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴

くことができる。 
５ 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の調査検討の経過及び結果を区民会議に報告するものと

する。 
 
（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は、区長が定める。 
附 則 

 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
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川崎区区民会議要綱 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市区民会議条例（平成１８年川崎市条例第１１号。以下「条例」という。）第１条

の規定に基づき設置する川崎区区民会議（以下「区民会議」という。）の組織について、川崎市区民会議条

例施行規則（平成１８年規則第２８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 
 
（課題の調査審議） 

第２条 区民会議は、緊急性、重要性、実現性などを考慮して課題を選定し調査審議するものとする。 
２ 区民会議は、会議毎に調査審議の結果をまとめ、年度毎に区長に報告するものとする。 
 
（団体推薦委員） 

第３条 区長は、規則第３条で定める分野における活動を行う団体から活動目的、活動範囲、区内における活

動実績を総合的に判断して選定した団体に委員の推薦を依頼するものとする。 
２ 前項において推薦を依頼された団体（以下「推薦団体」という。）は、「川崎区区民会議委員推薦書（第１

号様式）」により、速やかに委員の推薦を行うものとする。 
３ 前項の規定により推薦され、委員の就任を承諾する者は、「川崎区区民会議委員就任承諾書（第３号様式）」

（以下「就任承諾書」という。）を市長に提出するものとする。 
４ 推薦団体が委員を変更する場合には、「川崎区区民会議委員推薦変更届（第２号様式）」を市長に提出する

ものとする。 
 
 （公募委員） 
第４条 条例第４条第２項第２号の委員の公募については、別に定める。 
２ 前項の公募により選任された者は、就任承諾書を市長に提出するものとする。 
 
 （区長選任委員） 
第５条 条例第４条第２項第３号により選任され、これを承諾する者は、就任承諾書を市長に提出するものと

する。 
 
 （委員の再任） 
第６条 委員は、２期に限り再任されることができる。 
 
 （副委員長） 
第７条 条例第５条に規定する副委員長の人数は２名とし、委員長の職務代理はあらかじめその指名する副委

員長が行うものとする。 
 
 （専門部会） 
第８条 条例第７条に規定する専門部会は、区民会議に諮り委員長が設置する。 
 
（庶務） 

第９条 区民会議の庶務は、まちづくり推進部企画課において処理する。 
 

附則 
この要綱は、平成１８年４月２０日から施行する。 

 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 
この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 
 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
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川崎区区民会議運営要領 
 
１ 趣旨 

 川崎区区民会議の運営に関し必要な事項を定める。 

 
２ 会議 

(1) 区民会議は年４回開催を原則とし、委員、区民会議参与、傍聴者が参加しやすい時期、時間帯に配慮

する。 

(2) 区民会議の議事は出席委員の一致により決することを原則とし、議長がこれにより難いと認める場合

は区民会議に諮ったうえで適切な方法により決する。 

 
３ 幹事会 

(1) 円滑な会議運営を図るため、区民会議に幹事会を置く。 

(2) 幹事会は、委員長、副委員長及び委員長が指名する委員をもって構成する。 

(3) 幹事会は、委員長が招集し座長を務める。 

 
４ 専門部会  

 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長が予め指名する委員が職務を代理する。 

 

 

 

 



 


